
Title 最近の労働者問題概観（其一）
Sub Title
Author 松崎, 寿

Publisher 慶應義塾理財学会
Publication year 1914

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.8, No.7 (1914. 9) ,p.845(65)- 858(78) 
JaLC DOI
Abstract
Notes 雑録
Genre Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19140910-

0065

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


' ■マ 飞 玆 *ず|

；%

|

難

い ，

.•ィ?、小 

iAX)

I X：

卜' s'

最

近

の

勞

働

者

問

題

概

觀

(

其

1
)

.
松

崎

、

•〉

•

本
原
文
は
近
箱
の

to
e
s
cら
沖cono

日ie politique. Mars- 

A
v
r
p
1
9
1
4

に
见
ぇ
た
る
佛
國「

ボ
ル
ド
ー」

大
學
法
科
肋
敎 

授
ジ
ユ
ア
ン
、
レ
ッ
キ
r
!1

;v(

J
g
p 

Lescurc
)

.

.
氏

の

論

文 

Chronlque des Questions oavri

ct-/res 
に
し
て
、
w-
ら
览
國 

か
中
心
と
し
菇
近
殊
|:
咋
千
九
订
十
三
年
中
|-
趄
れ
5
勞
働
卷 

li
i
i胆
の
沆
相
か
明
快
|-
叙
し
た
る
も
の
な
リ
0
社
會
政
策
上
有 

M
な

^
资
料
！

：

宵
ゆ
る
を
以
て
、
次
に
典
大
要
を
紹
介
し
て
同 

:
.好
.の
*
7
^
の
#
考
|1
供
す
る
こ
と
、
せ
リ
0
,

I

產

霧

議

：

：

千
九
西
十
三
年
は
歐
州
諸
國
を
通
じ
て
勞
働
潘
運
動 

の
频
發
せ
る
年
な
か
し
が
、
其
内
最
も
注
目
す
べ
き
重

の
動
搖
に
し
て
、
夫
の
怖
る
べ
き
革
命
的r

サ
ン
デ
力 

リ
ズ
ム」

の
思
想
は
亦
此
國
に
も
其
銳
鲦
を
現
は
せ
る 

が
如
く
、
殊
に
鐵
道
從
業
勞
働
溝
が
總
同
盟
腿
土 

(
G
r
6
v
e

 

g
6
n
6
r
a
l
e)

を
宣
言
す
べ
し
て
ふ
威
嚇
は
大
に 

全
國
の
廒
業
を
，戰
慄
せ
し
め
た
h

o

さ
れ
ば
淹
業
紛
_
 

(

同
跟
擺
エ
^:

エ
場
閉
鎖
ど
を
含
む
}
の
如
き
も
间
年
中 

千
四
西
六
十
ニ
件
の
多
き
に
及
び
て
未
だ
英
國
の
統
針 

|

に
於
て
其
^

#

を
見
出
し
得
ざ
る
程
の
最
大
數
字
を
示 

，せ
ぅ
o

尤
も
娃
等
の
紛
議
に
關
與
せ
る
勞
働
密
の
數
並 

び
に
興
煺
業
延
日
數
は
却
て
前
年
ょ
ぅ
減
少
せ
る
が
如 

く
、即
ち
千
九
西
十
ニ
年
中
の
關
係
勞
働
潘
數〗

，、
四
六 

三
>

〇
〇
〇
人
、®

業
延
日
數
四
〇
、
九

一

四
、六
七
五
な 

る
に
，
千
九
西
十
三
，年
に
は
關
係
潸
數
六
七
七
、
ニ
丑 

一
四
人
、
延
W

數
一
一
、四
九〗

、o

〇
〇
に
下
れ
と
t

雖 

も
、
而
か
も一

般
勞
働
者
の
激
昂
は
益
々
高
潮
に
達
し 

た
る
こ
ビ
蓋
し
疑
ふ
ベ
き
に
あ
&

ず
。

斯
く
の
如
く
英
國
に
於
け
る
同
盟
煺
エ
ヽH

場
閉
鎖 

大
事
#

は
前
年
に
引
續
き
英
國
に
於
け
る
勞
働
潘
階
級
等
の
紛
議
が
近
時
著
し
く
增
加
す
る
に
從
ひ
、
勞
働
濟

铬

八

怨

(

A

四
艽)

雜

0

烺
近
の
努
働
港
間
妞
槪
觀 

粱
七
啟 

六
茧



鄉

八

傲
(

八
四
六)

雑

錄

极
近
の
發
働
锻
IH
1

M做
觀

間

題

の

將

來

に

對

し

て

悲

舰

的

の

觀

察

を

下

す

も

の

挱 

か

ら

ざ

れ

ど

も

、

吾

人

は

直

に

斯

る

見

解

に

與

せ

す

、

不：

I

寧
ろ
或
一
部
の
經
濟
學
漭
ビ
典
に
英
國
の
勞
働
潘
は
，
 

未
だ
以
て
輕
々
し
く
無
政
府
主
義
的
空
想
に
捉
は
る
、 

も
の
に
非
る
こ
ビ
を
信
す
る
も
の
な
ぅ
。
何
ビ
な
れ
ば

I 

表
而
に
於
て
は
斯
く
喈
猶
_

々
れ
れ
ど
も
、
反
而
に
茌 

i

て
.は
勞
侧
條
件
及
び
賃
鈒
率
の
改
善
が
雇
主
ビ
勞
働 

泰
ヾ
し
の
間
の
平
和
協
約
に
ょ
り
て
解
決
せ
ら
る
\
こ
ビ 

極
め
て
多
き
に
至
れ
る
を
以
て
な
P

O

英
國
の
商
務
院

\ 

は
、
貨
鈒
の
變
泐"

邡
變
動
を
享
け
れ
る
勞
働
者
の
數
一 

及
び
典
變
勸
を
惹
起
す
る
が
爲
め
に
採
川
せ
る
手
段
即_

:

ち
胳
足
、
仲
裁
"

和
解
"
.
調
停
等
稀
々
の
®
要
な
る
事 

«
に
關
す
る
細
密
の
統
訐
を
年
々
公
刊
し
來
り
た
る
が 

其
統
許
に
隨
へ
ば
千
九
两
九
年
乃
钜
十r

年
の
三
筒
年
一 

il
l

l

R
賃
銀
の
增
加
を
得
た
る
總
勞
働
者
の
內
平
和
的
手 

段
に
よ
り
て
其
目
的
を
達
せ
る
漭
ど
不
n

、b
ざ
る
潜
ビ
の 

割
合
は
實
に
左
の
如
き
逕
庭
J>
6

し
^
云
ふ

婼
七
_ 

六
六 

T

九
o

九

印

|

九
1

〇

年〗

九
1

1

卬 

一
三
全
％ 

7
^
%
. 

I 
六
I

H

段
に
據
ら

■

八
六
.
4
多

九

八

。1
%
.

八
1
V七
%

看
る
ベ
し
强
行
的
手
段
は
常
に
必
ず
し
も
? 4

全
の
策 

R

あ
ら
ざ
る
こ
を
o

二
寶
質
賞
銀

輓
近
に
於
け
る
英
國
の
勞
働
溝
運
動
は
大
に
«
命
的 

「

ナ
ン
デ
力
リ
ズ
ム」

の
色
彩
を
帶
ぶ
る
も
の
、
如
く
な 

れ
ど
も
，
而
か
も
實
際
に
於
て
彼
等
の
主
張
す
る
所
は 

生
計
费
の
高
き
に
も
拘
は
ら
す
實
質
賃
銀
.(

s
a
l
a
i
r
e
s

 

r
6
e
i
s
)

の
低
き
が
故
に
同
盟
_
エ
に
依
賴
す
る
の
止
む 

を
得
ざ
る
に
出
づV

J

云
ふ
に
ぁ
6

0

想
ふ
に
此
點
は
爭 

ふ
ベ
か
ら
ざ
る
事
實
に
し
て
商
務
院
の
調
®

ホ
ブ
ソ 

ン
し
、「
ゥ
ッ
ド」

等
の
最
近
の
硏
究
は
何
れ
も
英
阙
に
在 

P

て
實
質
賃
銀
の
著
し
く
低
廉
な
る
こ
ヾj

を
立
ff
i

せ
.CN

 

「

ホ
ブ
ソ
ン」

が
其
近
著
に
示
せ
る
英
國
の
名
0

賃
銀 

f

 S
a
l
a
i
r
e
s

 

n
o
m
i
n
a
u
x
)

^
賣
相
場
旅
び
に
實
質
賃
銀
に

關
す
る
指
數
を
引
照
せ
ば
次
の
如
し(

H
o
b
s
o
I
V
G
O
l
d
,

 

p
n
c
e
s

 

a
n
d

 

w
a
^
e
s
;

 

I

s 

v

尔

次
 

一
八
九
〇 

1

八
九
一 

一
八
九
ニ 

1
八
九
三 

一
八
九
四
. 

1 ,

八
九
艽 

.1 .

八
九
六 

:

八
九
七 

1

八
九
八 

1

八
九
九 

1

九
〇
〇 

一
九
o
一
 

1

九
o 
ニ 

1

九 

O
H 

1

九
〇
四 

i

九

0
五 

1

九
〇
六 

1

九0

七

1

六
ニ

1

六
三 

1

六
六 

1

六
七 

1

七
ニ 

1

七
九 

一
七
九 

1

七
六 

!

七
四 

1

七
三 

-*
七
四
，
 

一
七
六 

一
八
ニ
.

V
 

1
2
£
)
<

小
奴
相
勘 

九
一 

九
ニ

.九
二

(
K 

L

-/ソ 
八
七 

:八
！
！
- 

八
三

八
六

八
七 

八
六 

八
九 

九
〇 

九
一 

九
ニ 

九
三 

九
ニ 

九
ニ 

九
豇

1

六
ニ

i

:?
L
九

1

豊

1 

S

.

r
Tf
.
八
，
 

一
六
三 

一
七
〇 

一
七
〇

■ 

1

六
九 

一
七
六 

一
七
九
：

1

七

:a 

1

七
〇 

1

六
四 

1

六

o

一
山
ハ
三

1

六
八 

i

七
〇

1
九
〇
八 

一
八一 

九
七 

一
K
九 

I

九
〇
九

•—
*
セ
'
 

九

七

ー

丑

七
 

'

一九

一

〇

一

七九名九八一六一

「

ゥ
ッ
ド」

は
千
九
西
年
乃
至
同
十
1
1
牟
の
間
偷
敦
に 

.於
け

る

赏

銀

に

關

し

て

冏

樣

の

衍

數

を

調

製

し

、

以
て 

「

ホ

ブ

ソ

ン」

の

硏

究

を

磘

め

れ6
(
w
o
o
d
,

 T
h
e

 course 

oi 

real 

w
a
g
e
s

 

in 

L
o
n
d
o
n
,

 

I9〇
〇
-
vo
I2
. Journal 

o
f

 

the 

royal 

statistical 

of L
o
n
d
o
n
,

 

D
e
c
.

 

I
Q
I
,

 

o
. 

3
7
)

一
九

0
〇 

一
九
〇

一
 

1

九
〇
ニ 

1

九
o
三 

一
九
〇
四 

1

九
〇
3£

1

九C

六 

1

九
〇
七 

1

九
o
八 

1

九
〇
九 

1

力J 
o

偷
敦
に
於
け

九
七
。
：九 

九
七
®
八 

九
八
®
四 

九
八
丄
ハ 

九
九
。
ニ 

一
 

0
0
6 
.
 

九
九
®
七 

九
九
。31 

i

〇1

。
丑

1 

o
 
二
。1

1

〇
二 

•:£

名
H
K '
鉗

1 

0
1
V
七 

1

〇
四•

1 

1

〇
ニ 
0

31 

一
〇

了
一 

九
八
i
 

九
八
，
四 

一
〇
ー
。
一
 

九
九
。九 

九
四
®
ハ 

九
四
e七 

九
八
•
六

一
 

0六 

一
〇
六
*
四 

一
〇
四
*
ニ

1 

2

V
:/
!
:

九
九
®
ニ 

九
八
*I ： 

1

〇
〇
*
四 

1

〇
〇
。
四 

九
三
*
ニ 

九
ニ
*
八 

九
六
®1

站
入
怨• 

(

S

七)

m

錄

最
近
の
於
働
潜
i

i

笫
七
號

七



齚
七
被

六
八

11

1

九 
ニ 

一
 

0

•三
® .1 

i 

0

三
。豇 

一
 

G

O
V.
M 

1

九1

ニ 

一
 

o

四
士一

o

四
a

七

一

〇◦•四

ル
处
國
勞
働
者
階
級
の
生
計
费
に
關
す
る
商
務
院
の
最 

近
の
調
衡
は
八
十
八
個
の
都
市
に
就
て
、
千
九
1-
1

五
年 

ょ
り
千
九
^

十
二
年
に
翌
る
實
質
^
銀
の
侮
向
を
陣
砂 

し
れ
る
も
の
な
る
が
ヽ
今
其
.調
避
に
從
へ
ば
此
期
間
內 

R

f

c
料
品
及
び
®

炭
の
價
格
は
|

割
乃
3 >1

割
八
分
の 

騰
戤
を
示
し
.た
れ
ど
も
、
之
れ
に
反
し
て
賃
銀
は
苑
ど 

停
[!
*

せ
る
か
、
成
は
ー
分
九
厘
乃
至
四
分
1

厘
の
極
め 

て
僅
か
な
る
昂
騰
を
現
は
せ
し
-に
止
ま
れ
云
ふ

(
R
e
o
o
r
t

 

o
f

 

a
n

 

e
n
q
u
i
r
y

 

o
f

 

t
h
e
w
o
a
r
d

 

o
f

 

T
r
a
d
e

 

'
.
i
n
t
o

 

.
v
v
o
r
k
i
n
g
-
C
I
a
s
s

 

.
r
e
n
t
e
s
,

 a
n
d

 

r
e
t
a
i
l

 

p
r
i
c
e
s

 

c
o

tfQ
c
n
l
c
r

 

w
i
t
h

 

t
h
e

 

r
a
t
e

 

o
f

 

w
a
g
e
s

 

i
n

 . c
e
r
t
a
i
n

 

o
c
c
u
p
s
o
n
s

 

m

 

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l

 

t
o
w
n
s

 

o
f

 t
h
e

 

U
n
i
t
e
d

 

K
i
n
g
d
o
m

 

i
n

 

I

9-S
,
 

X
I

V
X

I
I

I
'

X
L

I
V

'
L

I
X

O
。

,

然

れ

ど

も

英

國

以

外

の

他

の

諸

國

に

於

て

は

實

質

賃 

銀

の

傾

向

が

右

^

典

趣

を

異

に

せ

る

こ

ど

は

注

意

す

ベ 

き

事

實

な
b

o

即

ち

嚴

辕

の

賭

國

に

於

て

は

名

目

赁

銀

の
增
加
著
し
か
i

し
爲
め
生
針
嫂
の
膨
脹
を
览
和
し
れ
ゾ 

る
も
のw

云
ふ
ベ
く
，
吾
人
は
怫
蘭
！r

千
九
w

七
/-
*小 

迄
の
合
衆
國
"
日
本
及
び
濠
洲
に
於
て
明
か
に
此
现
象 

を
認
む
る
を
得
べ
し
0

獨
逸
に
在
り
て
も
找
龈
の
埘
進
..
 

が
物
價
の
騰
貴
ょ
り
一
層
迅
速
な
6

し
こV

J

は
之
を
借 

す
ベ
き
十
^
の
理
由
ぁ
れ
ど
も
只
以
上
の
諸
國
の
如
き 

歷
然
た
る
統
計
を
求
め
得
ざ
る
の
み
。
#

國
に
對
し
て
..
 

は

「

マ
ル
シ
ュJ

(
M

a
r

c
h

)

の
著

S
a
i
a
i
r
e

 

e
t

 

C
o
p
t

 

d
e

 

T
e
:
d
s
t
s
c
e
,

 

p
.

 

I
I

,

に
據
れ
ば
千
八
^

九
十
六
1

千
九 

百
十
年
の
物
價
»
*
時
代
に
實
質
賃
銀
も
亦
相
伴
ひ
て 

向
上
し
れ
る
こ
ど
明
か
に
し
て
、
興
稍
數
を
擧
ぐ
れ
ば
、
 

即
ち
左
の
如
し
o 

'

1

八
ル〕

年
一
八
^
印
ー
ル
8
牢

ー

れ

ー

0尔 

焚 

0 

 ̂

突 

§ 

I
Qfr
i

ニ
0

/J
-

i l

家 

.货
鈒
膦
賢
力

謹

，

八
ル
^
.

8 S S

合
衆
國
勞
働
^

に

て

作

製

せ

る

^

^

は

亦

同

國

に

於

，
 

て
物
價
の
騰
貴
せ
る
に
も
拘
は
ら
す
實
質
貨
銀
の
咐
加 

し
^

る
事
實
を
示
せ
h

o

而
し
て
米
國
の
指
數
は
ニ
稱
一

Iに
區
分
せ
ら
れ
、
即
ち
興
1

は

〗

時
間
宛
の
も
の
に
し
Z

の
€

云
は
ざ
る
べ
か
ら
す
0

今
次
に
合
衆
國
に
於
け
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て
其一

i

は
一
敗
間
^

の
貸
銀
把
數
楚
な
6

0

此
內
前
著
一
名
目
賃
銀
^

實
質
M

銀v
j

を
比
較
對
照
し
て
示
さ
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は
功
常
の
咐
逝
を
示
ゼ
る
も
後
对
は
之
に
及
ば
ざ
る
が；.
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備
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物
值
は
逋
嬰
=
川
商
品
十
種
の
平
均
柑
敷
|-
し
て
、

_ 

名

銀

it
六
種
の
勞
働
港
に
就
て
調
赍
し
?:
る
貨

.

铋

指

數

な

り

ノ

諍

細

は

我

錄

煦

'務

寄

統

計

表

じ

ふ

リ 

' 

:

"

て
砑
る
べ
し

。

■-

轉
じ
て
獨
逸
の
現
狀
を
る
に
物
價
の
騰
貴
を
難
ず 

る
勞
働
者
の
不
平
は
常
に
絕
え
ざ
れ
ど
も
、
而
か
も
此
 

隊
の
貨
飯
は
千
八
西
九
十
5/
{
年
ょ
り
今
日
に
至
る
迄
非 

常
の
滑
如
を
. ^

せ
る
な
6

0

例
へ
ばr

ト
ル
ト
ム
ン
ド」 

破
山
の
坑
夫
貨
銀
.は
千
八
西
九
十
五
年
の
三
埸
苋
十
八 

布
ょ
ぅ
千
九
西
十1

年
の
五
馬
克
六
十j

布
に
迆
み
、
 

「

ク
ル
ッ
ブ」

エ
場
に
て
は
日
爝
職
エ
の
平
均
賃
銀
が
千 

八
商
九
十
四
年
の
四
埸
克
六
布
ょ
ぅ
千
九
西
六
年
の
五
一 

塬
+
兄
三
十
五
布(

以
上
何
れ
も
日
給)

^

咐
加
し
、
又
丄 

「

ミ
.
ェ
シ
へ
ン」

の
機
關
車
製
造
エ
場
に
在
る
職
エ
は
千
一 

八
西
九
十
五
#

に
1

简
年
千
六
十
三
馬
克
の
賃
銀
を
得; 

れ
ど
も
，
千
九
百
六
年
に
は
于
ニ
百
五
士
一
馬
克
を
得 

る
に
宠
i

少
く
ど
も
一
一
割
五
分
の

#

收
を
看
た
h

ど
云 

ふ
ぷ
リ
チ
ャー

ド
、
力
.ル
グ
ァ 
<

-」
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R
i
c
h
a
r
d
o
a
l
w
e
r
〕 

は
獨
选
に
於
け
る
生
«1

费
を
«

算
し
、
其
指
數
を
以
て

雄

八

您

(

八
五n

雜
錄
趣
の
勢
働
锻
間
瓶
槪
觀

千
九
西
年
の
一
〇
〇
ょ
う
千
九
百
十
年
の1

v

四
®七 

に
達
せ
る
こV

J

を
述
べ
た
$

0

要
す
る
に
是
等
の
勞
働 

盏
に
就
て
言
ふ
も
實
質
貨
銀
の
昴
騰
は
毫
も
疑
ふ
の
餘 

地
莫
く
ヽ
邦
他
の
勞
働
潘
に
し
て
も
略
ぼ
同
機
の
事
實 

を
推
定
す
る
を
得
べ
き
な
うo

濠
洲
に
關
し
て
は
同
聯
邦
政
府
の
調
赍
に
據
れ
ば
輓 

近
、.
名
目
锊
銀
の
增
加
が
1r

ク
ィ
ン
ス
ラ
ン
トj

R

於 

て

1

割
、

「

ヴ
キ

ク

ト
リ

ア」

に
於
て
ニ
_

1

分
"
其
他 

の
諸
州
に
在
う
て1

割
乃
至
ニ
割
一
分
に
及
べ
る
に
、
 

生
計
费
は
此
間
に
漸
くi

割
の
向
昂
を
示
せ
る
の
み
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ち
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目
賃
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計
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IM
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0

0

是
に
由
う
て
之
を
看
れ
ば
實
質
賃
飯
ビ
生
計
毅
ど
が 

反
對
の
傾
向
を
虽
せ
る
は
英
國
に
於
け
る
特
有
の
現
象 

な
る
が
如
しO

粜
し
て
然
ら
ば
如
何
な
る
理
由
^ょ

.
：：S 

て
佛
蘭
西
、
獨
逸
、
合
衆
國
等
に
茌
h

て
は
名
目
賃
舉
：

' 

鸽
七
號 

七〗
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八
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雜
錄
最
奴
の
勞
働
潜
間
瓶
槪
觀

が
英
國
に
比
し
一
層
の
騰
貴
を
爲
L

た
る
や
是
れ
洵
に 

興
味
わ
る
問
題
な
りo

而
し
て
之
に
對
し
て
は
種
々
の 

理
由
を
擧
ぐ
る
を
得
べ
し
、
想
ふ
に
千
八
茛
九
十
年
に 

;

虫
る
迄
の
赁
銀
は
英
國
に
於
て
典
騰
貴
の
趨
.勢
最
も
著
.
 

し
く
殊
に
九
十
年
前
後
の
膨
脹
は
遙
に
各
國
を
凌
煺
せ一 

り
。
さ
わ
ば
現
代
に
至
b

,
て
は
英
國
の
貨
銀
は
最
：&
膨

\

 

脹
の
餘
裕
甚
だ
少
く
其
伸
縮
力
は
簿
弱
の
も
の
ビ
成
&

一
 

了
れ
ぅ
。
遛
に
此
國
に
於
て
は
赁
銀
の
堦
加
を
惹
起
せ
一 

し
む
る
に
至
大
の
勢
力
あ
る
職
工
組
合
の
沌
動
は
已
に 

,
千
八
西
九
十
年
代
ょ
6

極
め
て
肫
盛
に
し
て
"
即
ち
組 

合
貝
の
數
は
千
八
西
九
十
1

年
に
西
四
十
六
海一

千
人 

の
多
き
に
達
せ
し
程
な
る
に
ー
當
時
獨
逸
に
於
て
は
僅
' 

に
一
一
十
®

萬
四
千
、
佛
國
に
て
は1

1

十
萬
五
千
を
錄
す 

る
の
み
な
り
き
。
然
る
に
九
十
年
以
降
餅
國
に
於
け
る 

勞
働
*
運
泐
の
勃
典
に
伴
ひ
勞
働
條
件
の
改
善
賃
銀
の 

泔
加
等
の
結
％
を
掰
じ
た
る
爲
め
英
國
ヾ」

大
陸
賭
國
ビ 

の
間
の
貨
鈒
の
開
き
は
漸
次
減
少
す
る
に
免
れ
6

0

例 

へ
ば
英
國
の
炭
坑
々
夫
は
千
九
15

十
ー一

年

に

日

給

五

志

辦
七a

.

七
一〗

の
最
低
貨
銀
を
喪
求
し
れ
る
が
"

典
前
年
即
ち
千
九
西
.
 

十
1

年
_に
怫
國
坑
失
の
賃
鈒
は
日
給
五
法
十
二
參
、
獨 

逸
坑
夫
の
貨
銀
は
同
じ
く
五
馬
克
六
十1

布
に
達
し
れ 

る
程
な
-ON。

右
の
外
尙
ニ
個
の
理
由
?>
6

、
其

1

は
詣
國
の
骰
達 

に
連
れ
て
經
濟
上
外
國
の
競
邻
は
大
に
英
國
の
逄
業
を 

ー
腿
迫
し
往
時
の
饞
先
權
を
失
險
せ
し
め
た
る
こ
ビ
、

a t 

| 

ニ
は
英
國
が
其
生
計
資
料
を
仰
ぐ
ベ
.き
農
業
國
に
於
て 

一
も
亦
物
價
の
騰
貴
起
&
以
て
英
國
の
生
針
费
を
大
陸
諸 

國
の
其
れ
S

を
接
近
せ
し
め
れ
る
こ
^

适
な
b

o

斯
く 

:

し
て
英
國
の
實
皙
貨
鈒
は
事
實
に
於
て
低
落
し
れ
る
が 

此
現
象
は
亦
英
國
勞
働
溝
の
間
に
離
命
的
思
想
の
萠
芽 

I

を
發
せ
し
め
た
る1

因
な
&

ビ
云
ふ
べ
し
。

.

元
來
英
國
の
勞
働
者
階
級
は
空
想
的
に
ぁ
ら
す
し
て 

實
狂
的
な
6

0

從
つ
て
彼
等
は
猥
6

に
革
命
的
思
想
に 

雷
叫
す
る
も
の
に
わ
ら
す
ビ
雖
も
"
若
し
典
勞
働
條
件 

R

し
て
著
し
く
不
利
な
る
時
は
終
に
は
立
つ
て
斯
る
®
 

想

に

促

は

る

、

こ
^

な
き
を
保
し
難
し
、
故
に
英
國
K

於
け
る
勞
働
漭
運
動
の
將
來
は「

ナ
ン
デ
カ
リ
ズ
ムJ

 

の
主
觀
的
感
化
ょ
り
も
寧
ろ
實
質
貨
銀
の
版
落
て
ふ
客 

龈
的
原
因
に
ょ
り
て
重
大
の
影
響
を
被
む
る
の
處
な
き 

に
わ
&

ざ
る
な
6

0

否
今
：！1
已
に
斯
る
熱
狂
的
運
動
の 

端
緖
を
看
る
は
偶
々
以
て
實
質
貨
鈒
を
生
計
费
ど
の
不 

調
^

r

^

r
つ
て
餘
ぅ
^

り
^

云
ふ
ベ
き

^

p

d

皮
の
千 

八
西
四
十
七
年
の
激
烈
な
る
勞
働
紛
議
が
同
年
の
恐
慌 

に
基
K

す
る
こ
^

は
亦
其1

證
な
h

V

J
す
。「

タ
ィ
ム 

ス
し
が
千
八
百
四
十
八
年
四
n

ニ十
七

：：：

の

論

說

に

於
 

て
次
の
言
を
爲
せ
i

、
日
く 

f

英
國
勞
働
满
は
賃
鈒
の 

暴
落
に
i t

遇
し
又
は
勞
働
の
機
會
を
失
ふ
が
如
き
場
合 

に
於
て
の
み
初
め
て
政
治
間
題
を
考
處
す
る
に
至
る
も 

の
に
し
て
、
各
純
の
重
大
な
る
政
治
運
動
が
民
衆
の
失j 

業
に
基
因
す
る
て
ふ
こ
ビ
は
英
國
政
治
の
格
言
な
々
ど

\

 

云

ふ

も

可

な

-

^

勞

働

潘

が

堪

心

其

職

業

に

從

事

し

得 

る
間
は
毫
も
政
治
上
憂
歡
す
べ
き
間
煺
の
發
生
す
る
こ
' 

ビ

な

し

』

ど

、

此

言

は

今
：！！

に

在
6

て
も
尙
大
に
味
ふ 

へ
き
も
の
，あ

る

を

覺

ゆ

る

な

*
.
c
^
o

0

A

0
 

(

八
i

) 

m

 

0
 

•級
近
の
资
働
f

姐
做
觀

H

雇
主
細
合

■ 

昨
年
巾
英
國
勞
働
界
に
起
れ
る
他
の
诎
耍
な
る
唞
件 

は
職H

組
合
に
對
抗
す
べ
き
布
力
な
る
靡
主
組
^
即
ち 

u
n
i
t
e
d

 

I
v
i
n
g
-
d
o
n

 

E

m

p

o

y

e

^

s 

D
e
f
e
n
c
e

 

u
n
i
o
n
.
^

雙 

一
生
せ
る
こ>

/J

是
な-

C
V
G

 

.此
種
の
龃
命
は
企
業
聯
伶
の
如 

I 

く
勞
働
«

の

刚

體

に

對

し

て
'«
主

の一

般

的

则

結

を

組 

織
し
、
之
に
倚
ク
て
企
業
潘
の
利
益
を
保
識
し
所
謂
同 

货
褪
エ
保
險(

^
a
s
s
u
r
a
n
c
e

 

c
o
n
t
r
e

 

l
a

 

q
r
<
h
"
e
)

を
杉
^
: 

せ
ん
ビ
す
る
も
の
(^

外
な
&

ず
0 

遮
莫
右
の
英
國
に
於
け
る
新
雁
主
« 1
,
合
は
デ
ツ
サ
I

.- 

ト

(
D
y
s
a
r
t
)

ベ
？
ド

?,

ォ
ー

ド

(

茫
含
。̂

)

及

び

「

ア 

ベ
ブ
リ
ー」

三
花
の
首
唱
に
ょ
6

昨
年
九
月
偷
欵
R

_ 

催
せ
ら
れ
た
る
全
國
大
工
業
者
の
會
鏹
R

於
て
成
*

し 

闾
月
下
句
法
定
の
歷
錄
を
經
た
る
も
の
な
6

0

谷
組
合 

員
は
其
利
害
の
程
度
に
應
じ
'
夫
々
醵
金
を
爲
し
て
、

M

 

計
五
千
莴
磅
の
組
合
基
# *
:
を
作
る
こ
V

J
、
し

•

此
大
«
 

金
を
以
て
同
盟
_

H

の
際
«

主
及
び
從
業
の
繼
编
を
#
 

遵
す
る
勢
働
笤
の
利
翁
を
棒
^

す
る
の
資
に
充
て
、

0

、
.
站七號

 

七

3



笫
八
怨

(
八瓦

S

雜
錄
盤
の
努
働
嚣
艇
擬

平
時
に
在
り
て
は
產
業
を
保
饑
獎
»
す
る
の
良
的
に
使 

、

明
す
べ
き
も
のV

J

な
せ
h

o

而
し
て
組
合
の
固
的
を
要 

約
せ
« '

左
の
如
く
な
ぅ
ビ
す
G 

ニ
ヽ
典
同
し
て
脎
主
の
保
識
並
び
に
防
»

の

¥

段

を 

講
ず
る
こ>

J

 

》 

二
、
孤
立
勞
働
*

に
對
し
て
は
眾
獨
契
約(

0

§

这
1
:
3 | 

i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s}

職
エ
組
合
に
對
し
て
は
集
合
契
約

(

0

§

ぼ
は

c
o
l
l
e
c
t
i
f
s
)

を
締
結
す
る
の
權
利
ど
自|

.
 

\ 

, 

. 

:
 

: 

::
'

.

.
ft
V
J 
を
有
す
る
こ
^

'

へ
.V

.

.

ニK

非
贸
同
脱
及
び
平
和
的
監
視 

(
L
e

 

p
i
c
k
e
t
i
n
g

 
|

p
a
c
i
f
i
q
s
)

に

_

す

る

千

九

西

六

年

の

鹿

業

紛

議

法

ハTr
a
d
e

 

D
i
s
p
u
t
e
s

 

A
c
t
)

の
修
11
1

を
議
會
に
請
願

\

す
る
こ
ビ 

.
一

右
の
雇
主
紕
合
の
設
立
攸
英
國
の
淹
業
界
に
兆
常
の
，

反
響
を
與
へ
た
る
も
の
、
如
く
、
之
に
對
す
る
賛
否
の

謎
論
は
，

極
め
お
ぅ
&

o

即
ち
或
論
者
は
興
首
唱

潘
れ
る

r

デ
ッ
サ
ー
ト」

の
極
力
辨
解
せ
し
に
も
扑
ら

t

靡

主

||
1
合

を

以

て

職

ェ

組

合

に

對

す

る

坟

抗

的

組

第
セ
燄 

七
四

織
に
過
ぎ
ず
^

な
し
斯
る
機
關
の
對
立
に
ょ
6

て
勞
働 

紛
議
ば
：1

»

の
峻
烈
を
加
ふ
る
に
：至
る
べ
し
^
公
言
せ 

K

V

O
此
種
の
見
解
は
雁
主
の
間
に
も
之
を
看
る
こV

J

尠 

し
^

せ
す
"

例
へ
ば
最
近
の
同
盟
服
エ
に
ょ
り
て
最
も
.
 

大
な
る
f f
ff
i

を
蒙
6

た
る
某
® !

山

主

の

如

き

す

ら

.
斯
る 

紐
合
の
發
生
が
勞
働
潘
の
間
に
階
級
戰
帮
の
觀
念
及
び 

資
本
ど
勞
働
ビ
の
間
の
調
和
す
ベ
か
ら
ざ
る
敵
對
主
_
 

の
存
在
を
礁
信
せ
し
む
.
る
弊
密
を
徽
す
も
の
な
$
ヒ
し 

て
之
る
排
斥
し
れ
る
程
な
ぅ
。
然
れ
^
^
も

"
タ

ィ

ム

ス

呤 

の
如
き
は
寧
ろ
8

見
な
る
議
論
を
建
て
、
同
盟
罷
エ
基 

金
の
成
立
は
勞
働
溝
を
し
て
職
工
組
合
ょ
0

關
放
せ
し 

む
る
も
の
に
し
て
、
彼
等
は
之
に
ょ
り
て
览
に
新
ら
し 

き
雇
俯
契
約
の
舞
臺
に
入
る
こ
(1

を
得
る
も
の
な
$
ビ 

論
斷
し
れ
&

o

尤
も

「

ィ
ブ
二
ン
グ
ュ

ー

スし、

「

クH

ス
ト
ミ
ン
ス
ダ
1

、
ガセットデ

1

リ
1

、
ニ
ュ
一
スJ

'等
は
之
に
對
し
て
甚
だ
同
悄
少
き
意
見
を
發
表
し
れ
る 

が
如
し
o

典

他

職

ェ

組

合

，
の

#
領

又

は

關

係

者

の

葸

晃

は

亦

大

比
參
考
に
惯
す
る
も
の
あ
ぅ
。
例
へ
ば
勞
働
黨
の
實
行 

「1 

楽f t
長

「

フ 
'ォ
ツ
ク
.
.ス
J

i
は
論
じ
て
日
く『

雇
主
の
圃 

髒
は
勞
働
漭
の
|#
]

體
に
對
應
す
ベ
き
も
の
に
し
て
.後
者 

の
存
在
を
許
教
す
る
以
上
は
前
*

の
■
を
も
亦
之
を
認 

.め
ざ
6

ベ
か
ら
t '
j 
J
レ

、
輪
敦
印
刷
職
工
組
合
の
書
記 

長

r

ネ
ィ
ラ
ー」

9
殳

。
こ
は
M
主
組
合
の
成
立
は
總 

同
盟H

の
備
カ
を
承
諾
せ
る
も
の
に
し
て
？
即
ち
之
に 

»

す
る
»

主
の
防
機
.手
段
に
過
ぎ
ず
>
/

」

論
じ
た
$

0 

厳
も
純
職
工
組
合
の
遵
舉
潘
は
之
れ
が
爲
，め
に
舊
式
の 

紐
合
主
鶉
が「

ナ
ン
デ
力
リ
ズ
ム」

に
益
々
其
地
位
を 

漫
M

せ
ら
る 
>
 

の
危
險
多
f

.
を

處

る

、
が

如

き

狀

飽

な 

&
?
又
過
去
六
十
餘
年
間
勞
働
蔣
の
組
織
的
運
動
に
一 

，嫂

を

傾

倒

し

た

る

職

H

a

合
虫
義
の
袭
將「

ロ
バ
I

ト 

r

ッ
ブA

ガ
ー
スJ

 

(
R
o
b
e
r
t

 

A
p
p
i
e
g
a
r
t
h
)

は
新
組 

'合
の
將
來
に
對
し
て

多
少
の
疑
問
を
抓
め
る
を
看
る
？ 

.想

ふ

に

今

囘

の

 

U
n
i
t
e
d

 

K
i
n
g
d
o
m

 

E
m
p
l
o
y
e
'
s

 

D
e
—

 

f
e
i
i
c
e

 

u
n

i
o

n

は
此
植
の
組
織
の
嘯
矢
に
は
非
す
ノ
過 

由
(:

於
て
も
.
»
々
阏
機
の
价
畫
を
着
れ
れ
ど
も
何
も
永

M'
八

您

(

八
五

:/
1)

雜
錄
最
近
の
龄
働
逝

Il
i
l
M做

狨

續

す

る

能

は

ざ

り

き

。

即

.ち

千

八

商

七

十

三

年

に

は
 

N
a
t
i
o
n
a
l

 

F
e
d
e
r
a
t
i
o
n

 

o
f
*

 

E
m
p
l
o
y
e
r
s

 

。
叫
r

p

a

orl
J
.
起

办
た
れ
ど
も
僅
に
ニ
年
に
し
て
解
散
し
"

千
A

f

B
九
十 

八
年
忆
は
勞
働
漭
保
讓
法
に
關
し
て
議
會
の
裁
決
を
求 

む
る
爲
め
.E

m
p
l
o
y
e
'
s

 

P
a
r
h
a
m
e
n
t
a
r
v

 

c
o
u
n
c
i
l

成 
|

立
し
た
る
も

同
じ
く
一
一

 

筒
年
の
生
命
を
保
ち
れ
る
の

み 

な
う
き
。
而
し
て
又
千
九
|-
1

三
年
に
入
6

勞

働

の

自11
1 

|

を
保
識
す
ベ
き
目

^

を

以

て

I
n
d
u
s
t
r
i
a
l

 

F
r
e
e
d
o
m

 

| 

L
e

a
q

u
e

な
る
雇
主
の
組
合
組
織
せ
ら
れ
し
が
"
山
來 

最
近
に
至
に
迄
英
國
に
於
て
は
镫
固
な
る
®
主
の
画
體 

一
存
狂
せ
ざ
う
し
な
^

o

今
囘
の
新
組
合
は
從
來
の
勿
き 

I

時
的
の
も
の
に
あ
ら
ざ
る
は
勿
論
な
れ
ど
も
將
來
の 

成
杏
は
猶
未
知
數
に
し
て
菩
人
の
注
意
を
耍
す
る
所
な 

z 

P

O

唯
今
日
に
於
て
は
.勞
働
漭
の
喪
求
を
！

H
:

け
赁
餵
の 

騰
貴
を
阻
北
せ
ん
ど
す
る
が
如
き
反
抗
的
屉
主
組
侖
の 

存
在
は
却
て
階
級
載
^
の
慘
寄
ゼ
掀
大
す
る
に
止
ま
る

4

0

の
S
云
ふ
ベ
き
な
うo

獨
逸
に
於
て
は
*

事
情
英
國
ビ
興
办
«
主
の
紺
伶
は

辩
七
號
、
七

:/
1
.
'



第

A
傲

(

八
宄
六)

：

：雜

M
.
最
近
.の
勢
働
菊
問
龃
槪
觀
.
.

益
々
其
數
を
加
へ
且
其
勢
力
も
愈
々
强
大
に
赴
き
つ
、 

ぁ
ぅ
タ
殊
に
昨
千
九
西
十
三
年
に
は
獨
逸
の
ニ
大
雇
主 

組
合
聯
を
會
ヾJ

し
て
_

名

な

る

H
a
u
p
t
s
t
e
l
l
e

 

d
e
u
t
s
—

•
c
l
l
o
r
s
>
r
b
e
i
t
;
g
e

D*e
r
v
e
r
b

pln
d
e

 

ビ 

V
e
r
e
m

 

a
e
u
t
s
c
h
e
r

 

A
r
b
e
*
l

/Qe
b
e
r
v
e
r
b
£
n
d
e

 

v
j

 

が
合
珂
し
て 

V
e
r
e
m
l
g
u
n

/Q〕

パ 

' 

: 

. 

〈
d
e
u
t
s
s
e
r

 

A
r
b
e
i
t
g
-
e
b
e
r
v
e
r
b
a
n
a
e

 

て
ふ
新
隙
勝
を
®」

 

織
す
る
に
平
；れ
6

0

此
新
聯
合
#
は
前
雨
潘
に
加
入
せ1

 

i

主
の
殆
ん
ど
全
部
を
色
擁
せ
ぅ
ど
云
べ
ば
組
合
員j 

l i
v ^
w

ら
く
次
の
合
W

を
越
ゆ
る
な
ら
•む
o 

M

ち
^

表
\ 

は
i

' H

十
三
年〗

月 

ー>
!
现
花
の
雨
聯
合
# '

の

加

盟
| 

者

を

：
不
^ :

た
る
も
の
な
6

0

:
 

\

加

飢

總

妞

主

败

典

下

1~
祐
る
勞
働
游
數
ニ 

ス
ウ
-/
ト

ス

テ

ル
.六o

六
六
四
人 

一6

九
！
 

V

O

0

O
人：\

ウ
工
ヲ
ィ
ゾ

.

:l
;

o

*

o

o

o

:

 

i 

.
*

1
,

0

0

*
0

0

0

、
 

合

HV
:/
!
.六
*六
六
四

.
• 

!
.V
H
九

1
V
0
O
O

*
の
薊
聯
合
會
は
阼
年
四
パ
四
日
如
成
立
を
決
宛
し 

五
月
::
;

十
七
：

H

初
^
て
第

j

(^

の
魏
會
を
辦
き
た
る
も 

の
に
し
.て•

-

如
執
行
機
關
は
之
を
委
員
會
紐
織V

J

爲
し 

委
員
長
に
は
.

「

テ
ン
ツ
ラ
ーJ

 

(
T
£
S
I
e
r
)

を
擧
げ
S

第

七

：城''
.

七
六

下
に
.全
國
の
各
聯
合
組
合
ょ
り
選
出
し
た
る
四
十〗

人 

.の
委
員
を
®
く 
一5
J

、
な
せ 
6

0
 u

e
r
e
i

s.g
u
n
g

 

c
h
e
r

 

A
r
b
e
i
l
r
g
e
b
e
r
v
e
r
b
i
n
d
e

の
成
立
は
英
國
に
於
け
.
 

る
ど
等
し
く
大
にT

般
勞
働
潜
を
徼
掃
せ
し
め
れ
る
が 

如
く
、'
典
設
立
を
吿
ぐ
る
や
基
督
敎
11
:

會
ホ
ー
義
潘
1!
體 

の
機
關
新
間
た
るc

e
n
t
r
a
g
a
t
t

は
社
會
主
_
者
額
體 

恶
督
敎
徒
_

體
及
び

H
i
r
s
c
h
-
u
u
n
k
e
r

紐
合
等
は
須 

ら
く
立
つ
て
雇
主
組
合
聯
合
會
に
對
抗
し
得
べ
き
全
勞 

働
啬
の
强
大
な
る
飢
合
を
設
立
す
る
の
耍
極
め
て
切
な 

6
 

絕
叫
せ
り
。

尙
猢
逸
に
於
て
は
大
小
の
國
家
的
地
方
的
雁
虫
紕
合 

の
數
® '

る
多
く
、
千
九
1-
1

サ
ニ
ー
年
一
月 

一
n

の
調
査
に 

ょ
れ
ば
雇
主
組
合
に
加
入
せ
る
企
業
漭
の
數
總
託
十
五
、
 

鹆
五
千
人
に
し
て
其
下
に
使
用
.せ
ら
る
、
勞
働
教
の
數 

は
無
處
四
百
六
十
八
捣
に
上
れ
りV」

I
K

ふ
。
元
來
獨
逸 

に
て
は
雇
主
組
合
を
其
性
钮
.に
ょ
ぅ
一r

極
に
大
別
し
、
 

即
ち
其】

は
同
種
の
生
產
業
に
從
®

す
る
企
業
满
を
钮 

雛
す
る
糊
體
に
し
て
之
を
同
«

|[
1

合(
B
e
r
u
f
l

o'h
e

 

V
C
7

M
n
d
c
)

 

V
J云
ひ
、

典
ニ
は
與
種
の
職
業
杞
從
斟
す
る 

各
廣
主
を
包
括
す
る
刚
體
に
し
て
泥
合
紐
合(

G
e
o
l
i
s
-

 

c
h
t
e

 

G
e
w
e
r
t
s
c
h
a
f
l
e
n
)

.
>

」

稱
す
る
も
の
是
"
な
6

0

而
し

て
此
ニ
褪
の
紐
合
は
逛
に
分
れ
て
2

)

帝
國
全
部
に 

及
べ
る
帝
國
紐
合(

R
e
i
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